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平成 19 年 4 月 

（1）雇用保険料率の引き下げについて 

ておりました「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が平成１9 年 4 月１9

しました（公布予定日 4 月 23 日）。今回の成立を受け、雇用保険料率は平成

に遡って新料率が適用されます。 

で給与計算を終えた場合は、5 月分給与で調整していただくことになりますの

さい。 

（平成１９年３月分までの給与） 新料率（平成１９年４月分からの給与） 

率 
事業主 

負担率 

被保険者 

負担率 
保険料率 

事業主 

負担率 

被保険者 

負担率 

000 11.5/1000 8/1000 15/1000 9/1000 6/1000 

（2）児童手当の引き上げについて 

、小学生以下の子を養育している方に支給されます。 
4月 1日より、0歳以上 3歳未満の児童手当が以下のとおり変更になります。 
の最初の支給月は平成 19年 6月からです。 

現行 改正後 

2子 月額 5千円 第 1子、第 2子 月額 1万円 

降 月額 1万円 第 3子以降 月額 1万円(現行どおり) 

正に伴い、厚生年金に加入している事業所が毎月納めている「児童手当拠出金」の 
になり、平成 19年 4月分（5月納付）より、０．９/１０００から１．３/１０００ 
げられます。 

当事業主拠出金とは 
被保険者の標準報酬月額に１．３/１０００を乗じて算出するもの。全額事業主負担。   
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事務所では、給与計算も 

 

相談ください。 
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